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前巻（第30巻）

巻頭言

第30巻記念号に寄せて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金児　曉嗣

後期ハイデッガーの文体「思い（Gedachtes）」について………・………・・………小野　　真

ハナビラタケ子実体および脂質成分の免疫賦活作用……………庄條　愛子・古郷　加奈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本（合田）麗奈・小林貴美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　　崇・藤原　永年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　進一・水野　浄子

「戦後」沖縄における「標準語」指導……………・…・・………………・・…・………長谷川精一

研究報告

食に関する指導（食育）が児童の食の意識・行動に及ぼす効果について
　　小学生・高学年を対象として　　　……・…………・・……………並河信太郎・山北　人志

事業報告

大学キャンパスにおいて保育者・小学校教師を志す

　学生の自然への感性を育てるしかけづくり（D
　一大学キャンパスの自然を生かした学びの環境づくり一・……・…・中西　利恵・木村　久男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲田　映世・井上　律恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本　麻子

相愛大学の現在

彙　報

相愛大学総合研究センター活動報告

相愛大学研究助成報告

平成25年度　科学研究費補助金一覧

平成25年度　外部団体よりの受託研究，共同研究及び教育研究奨励寄付金

大阪府立中之島図書館と西村天囚
　一文神像と野神像一…………・・…一…・………・……………・…・・…・・………・・呉谷　充利



「相愛大学研究論集」編集内規

　　　平成24年7月13日相愛大学総合研究センター運営委員会制定

　　　平成26年6月12日相愛大学総合研究センター運営委員会一部改正

（投稿資格）

第1条　相愛大学研究論集（以下「論集」という。）の投稿資格は次のいずれかの者とする。

（1）相愛大学（以下「本学」という。）の専任教員及び名誉教授。

（2）本学での研究活動にかかわったと、編集委員会が認めた者。

（投稿条件）

第2条　他の学会誌などに掲載されていないものであり、なおかつ投稿中でないものに限る。また、単著者及び、筆頭著

　者の場合は原則として一人一点に限る。

2　投稿は、単著・共著を問わない。

3　前項の共著者が学外の者である場合は、共同研究者として、編集委員会の承認を得る必要がある。

4「人を対象とした研究」の内容を含む投稿に関しては、本学または他の機関での承認を得たものに限る。

（刊行回数・体裁）

第3条毎年度1回、3月末刊行する。

2版型はB5にする。
（原稿の採否）

第4条　原稿の採否は、編集委員会が査読し決定する。

（著作権）

第5条　研究論集の著作権は原則として本学が有する。ただし、個々の論文等の著作権は、それぞれの著者が有する。

（論文の電子配信）

第6条　本誌に掲載された論文は本学リポジトリにおける公開を許諾するものとする。ただし、著作権法上の事情により

　許諾できない場合は、投稿時にその旨を申し出ること。
（抜刷等）

第7条　抜刷が必要な場合は、あらかじめ申し出があれば実費でこれに応じる。

（投稿基準）

第8条　投稿基準・原稿の体裁・書式他は、別に定める。

2投稿基準に合わないものは、採用しない。

（内規の改廃）

第9条　この内規の改廃は、総合研究センター運営委員会が行う。

　　　附　則

　この規定は、平成24年7月19日から施行する。

　　　附　則

　この規定は、平成26年6月12日から施行する。

「相愛大学研究論集」投稿基準

平成24年7月13日制定
平成26年6月12日一部改正

1．執筆要領

（1）原稿は、原則としてワープロ原稿による投稿とし、コピーを1部添えて、電子データで提出する。

（2）原稿量は20，000字以内とする。外国語の場合は30枚（ダブルスペース）以内とする。

なお、図・表は原則1枚300字相当として取り扱う。

（3）完全原稿とし、校正の際は字句の訂正にとどめ、大幅な加筆、変更は認めない。

（4）原稿には、タイトル及び執筆者名を日本語と英語で付記する。表題が外国語である場合には日本語の表題を付記する

　ものとする。

（5）写真は白黒印刷を原則とする。

（6）原稿の種類は論文、研究報告、資料紹介、その他とする。

2．書式

（1）横書き、縦書きは、あらかじめ執筆者が申し出ること。

（2）書式の細部については編集委員会と相談し、最終的には編集委員会の指示に従うものとする。

3．原稿提出先、原稿提出締め切り日

（1）原稿は、相愛大学「研究論集」受付票と共に提出する

（2）原稿は、教学課相愛大学総合研究センター担当事務職員に提出する。

（3）原稿提出締め切り日は、その年度の9月末日とする。

　　　附　則

　この基準は、平成24年7月19日から施行する。

　　　附　則

　この規準は、平成26年6月12日から施行する。


